
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

インフルエンザ予防接種助成事業【物
価高騰対策】

①物価高騰の影響を受けている住民への負担軽減策とし
て、予防接種を推進することによりインフルエンザ感染を
防止するため、中学3年生までの子ども及び妊婦を対象
に、インフルエンザ予防接種費用の助成を行う。
②予防接種費用の助成
③総事業費 1,619千円
　・3,900円×415件＝1,618,500円
　【うち臨時交付金充当分943千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額町一般財源】
④中学3年生までの子ども及び妊婦

R7.7 R8.3

2

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

じん臓障害者通院費助成事業【物価
高騰対策】

①物価高騰の影響下において、負担軽減策として、じん臓
障害者が安心して医療機関へ通院できるよう、人工透析
治療を行う病院へ通院する交通費（3/4）を補助する。
②通院費への補助金
③252千円/月×12月＝3,024千円
　【うち臨時交付金充当分1,761千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額地域福祉基金】
④町内のじん臓障害者

R7.4 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

子育て支援事業【物価高騰対策】

①物価高騰の影響を受けている乳幼児を養育している世
帯への経済支援として、乳幼児1人につき月額6,000円の
支援金を支給する。
②支援金　乳幼児1人につき月額6,000円
③6,000円×1,920月（160児×12月）＝11,520千円
　【うち臨時交付金充当分6,709千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額町ふるさとづくり基金】
④町内の乳幼児を養育している世帯

R7.4 R8.3

4
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

小規模企業振興事業補助金【物価高
騰対策】

①物価高騰の影響を鑑み、町内の者が行う創業、事業持
続に係る経費の一部に対し、補助金を交付する。
②創業、事業持続に係る経費
③総事業費3,500千円
　・創業支援　500千円×4件＝2,000千円
　・事業持続　300千円×5件＝1,500千円
　【うち臨時交付金充当分2,038千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額町ふるさとづくり基金】
④町内において創業又は事業を持続しようとする者

R7.4 R8.3

5
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

新規就農者支援事業補助金【物価高
騰対策】

①燃料代等の物価高騰の影響を受けていることから、就
農開始5年以内の認定新規就農者が実施する農業用機械
等整備に係る経費に対して補助する。
②農業用機械等整備補助
③2,000千円×1/2×3件＝3,000千円
　【うち臨時交付金充当分1,747千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額町ふるさとづくり基金】
④新規就農者

R7.4 R8.3

6

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

こども医療費助成事業【物価高騰対
策】

①物価高騰の影響を受けている住民への経済支援とし
て、町内に住所を有する0歳から18歳までの子ども受けた
医療費の自己負担分から一部負担分を除いた額を助成す
る。また、町内に診療科のない医療機関を受診する際にか
かった自動車等に対する交通費を補助する。
②扶助費
③総事業費 14,600千円
　・医療費助成金　14,000千円
　・交通費助成金　5,000円×10件×12月＝600千円
　【うち臨時交付金充当分8,503千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：過疎地域持続的発展基
金】
④町内に住所を有する0歳から18歳年齢に到達するまで
の子ども（町内に住所がないが、保護者が町内に住所を有
し、別居監護を受けている子どもを含む）

R7.4 R8.3

7
③消費下支え等を
通じた生活者支援

住宅新築改築助成事業（空き家改
修）【物価高騰対策】

①物価高騰の影響を鑑み、住民が行う住宅空き家改修工
事に係る経費の一部に対し、補助金を交付する。
②住宅空き家改修に係る補助金
　・空き家改修事業（工事費の1/2、上限1,000,000円）
③総事業費10,000千円
　・空き家改修事業 10,000,000円（1,000,000円×10件）
　【うち臨時交付金充当分6,707千円】
  【財源のその他（C）欄の内容：全額町ふるさとづくり基金】
④住宅の空き家改修を行う住民

R7.4 R8.3
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8

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

給食材料高騰対策給食費補助事業
【物価高騰対策】

①給食材料において物価高騰の影響を受けていることか
ら、現行の給食保護者負担額では不足が生じるため、町
内小中学校の給食費に対し、当該不足分（教職員分を除
く）に対し補助金を交付する。
②給食費軽減に対する補助金
③総事業費2,145,220円
　・大崎学校給食センター（大崎小・大崎上島中）
　　給食費差額28円×給食日数199日×266食＝1,482,152
円
　・東野調理場（東野小）
　　給食費差額28円×給食日数199日×51食＝284,172円
　・木江調理場（木江小・幼稚園）
　　給食費差額28円×給食日数199日×68食＝378,896円
　【うち臨時交付金充当分1,250千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：全額町一般財源】
④大崎学校給食センター（大崎小・大崎上島中）、東野調
理場（東野小）及び木江調理場（木江小・幼稚園）　（教職
員分は対象外）

R7.4 R8.3

9

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

いきいき配食サービス事業【物価高
騰対策】

①原油・物価高騰の影響によって厳しい経営状況に置か
れている高齢者配食サービス事業者が、サービスの質を
維持しつつ安定的な事業運営ができるよう支援する。
②安否確認及び配達に要する経費
③みゆき200円/食×24,000食＋大崎荘200円/食×21,000
食
　【うち臨時交付金充当分5,242千円】
　【財源のその他（C）欄の内容：過疎地域持続的発展基
金】
④高齢者配食サービス委託事業者（みゆき・大崎荘）

R7.4 R8.3

10
③消費下支え等を
通じた生活者支援

住宅新築改築助成事業（新築改築）
【物価高騰対策】

①資材等の物価高騰の影響を鑑み、住民が行う住宅新
築・改築工事に係る経費の一部に対し、補助金を交付す
る。
②住宅新築・改築に係る補助金
　・新築改築事業（工事費の1/10、上限300,000円）
③総事業費8,800千円
　・新築・改築事業　　8,800,000円（予算の範囲内で34件を
想定）
　【うち臨時交付金充当分5,125千円】
  【財源のその他（C）欄の内容：全額町ふるさとづくり基金】
④住宅の新築・改築を行う住民

R7.4 R8.3


